
記者発表資料 発表の趣旨（※該当する全てにチェック）

■各種資料や情報の提供
□イベント・会議等の案内

□当日の取材依頼
□開催日時等の周知依頼

令和４年２月10日(木) □参加者募集の事前告知依頼
□その他（ ）

発 表 事 項 令和４年度国民健康保険事業費納付金等(案)について

内 容 ○ 平成30年度から，県は市町村とともに国保の保険者となり，市町
村から国保事業費納付金（納付金）を徴収するとともに，保険給付
費（医療費から本人負担を除いた額）等の支払に必要な額を保険給
付費等交付金として市町村へ交付しています。

○ 今般，県が算定した令和４年度の納付金等（案）について，以下
のとおり公表します（確定は県の令和４年度当初予算成立後）。

１ 主な算定結果
(1) 納付金額【県全体】

約４７８億円（Ｒ３年度：約480億円，▲約２億円）

(2) １人当たり保険税必要額（年額）【県内平均】
１０２，６９６円（Ｒ３年度：101,315円，＋1,381円）

(3) 保険給付費（医療費から自己負担額を除いた額）【県全体】
約１，５０８億円（Ｒ３年度：約1,528億円，▲約20億円）

２ 主な増減要因
・ 令和４年度は，団塊の世代（昭和22年～24年出生）のうち，昭和22
年生まれの被保険者が後期高齢者医療制度に移行する年度であり，１
人当たり医療費が高い年齢層の減少に伴う保険給付費の減（令和３年
度比▲約20億円）等により，市町村が県に納める令和４年度納付金総
額は令和３年度比▲約２億円の約478億円となった。

・ １人当たり保険税必要額は，被保険者数の減少等により，令和３年
度比＋1,381円の102,696円となった。

３ 市町村の対応
県が示した納付金や標準保険料率等を踏まえ，実際に賦課する保険税

率の決定や令和４年度予算編成等を行う。

日 時

場 所

資 料 ・ 令和４年度国保事業費納付金等(案)のポイント①，②
・ 国保財政の仕組みについて

ホームページ □なし ■あり □後日掲載（ 月 日掲載予定）
掲 載 【 ホーム＞健康・福祉＞健康・医療＞国民健康保険＞国民健康保険事業費納付金及び標

準保険料率等について 】

取 材 案 内

問 合 せ 先 担当課 くらし保健福祉部国民健康保険課
（ 担 当 課 ）

取材対応者 課長 鮫島 正平（099-286-2673）内線2673

問合せ窓口 国保財政係長 大吉 忠信（099-286-2583）内線2583
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（
▲

６
億
）

・
介

護
納

付
金

74
億

（
▲

４
億
）

（
主
な

収
入
）

・
前
期

高
齢

者
交

付
金

7
02
億

（
▲

７
億
）

・
定
率

国
庫

負
担
金

3
33
億

（
▲

８
億
）

・
普
通

調
整

交
付
金

1
60
億

（
▲

５
億
）

市
町
村

ご
と
の
支
出
と
収
入
を
個
別
に
加
減
算

（
例
）

＋
保
健
事
業
，
▲
特
別
調
整
交
付
金

１
人

当
た
り

納
付
金

1
3
6
,
1
7
5
円

（
＋
4
,
1
3
1
円
）

１
人

当
た

り
保
険

税
必
要

額

1
0
2
,
6
9
6
円

（
＋

1
,
3
8
1
円
）

県
国

保
特
会

※
（

）
内

は
令

和
３
年

度
比

を
示

す
。



国保財政の仕組みについて

１ 国保の制度改革について
平成30年度から，都道府県が財政運営の責任主体となり，安定的な財政運営や効率

的な事業の確保等の国保運営に中心的役割を担い，制度の安定化を図ることとされた。

２ 制度改革のポイント

○ 県は，保険給付費等の見込みを立てて，市町村ごとの納付金額（※）及び「標準保

険料率」を算定（※市町村ごとの医療費・所得水準を考慮）

○ 市町村は，県が示す「標準保険料率」を参考にそれぞれの保険料率を定め，保険料

を賦課・徴収し，納付金を納める。

○ 県は，納付金や公費等を財源として，市町村に対し，保険給費費（医療費から本人

負担分を除いた額）等の支払に必要な額を「保険給費費等交付金」として交付

国保保険料の賦課・徴収の基本的仕組み

保
険
給
付
費
等

公
費
等

保
険
料
収
納
必
要
額

① 県は，保険給付費等の見込みを立てて，市町村ごとの納付金額（※）を

決定（※市町村ごとの医療費水準・所得水準を考慮）

② 県は，標準的な算定方式等に基づき，市町村ごとの標準保険料率を算定

③ 市町村は，県が示す標準保険料率を参考に，それぞれの保険料算定方式や

予定収納率に基づき，保険料率を定める。

③

③

②

②

①

① Ａ市が納める

納付金

Ｂ町が納める

納付金

Ａ市の

標準保険料率

Ｂ町の

標準保険料率

Ａ市の

保険料率

Ｂ町の

保険料率

都道府県 市町村

支出

被保険者

支出

支出 収入

被保険者

市町村国保 市町村国保

改革前 改革後（H30年度～）

県国保特別会計

保険給付費等交付金

保険給付費等の支払に

必要な額を交付

公費

公費

公費

事業費納付金

収入

収入

Ａ市

保険料 保険給付保険料 保険給付


